
 

２０２６年 ３月 ２日 

                                         
 

家電リサイクル料金の改定について 
 

特定家庭用機器再商品化法(以下、家電リサイクル法)に基づく特定家庭用機器廃

棄物の再商品化などに必要な行為に関する料金(以下、リサイクル料金)のうち、当社

製「エアコン」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の３品目について、２０２６年４

月１日より改定いたします。 

 

□ 料金改定の内容（１台あたり） 
（消費税込総額表示） 

品      目  改定料金 

税抜 

（税込） 

現行料金 

税抜 

（税込） 

エアコン  ９４０円 

（１，０３４円） 

９００円 

（９９０円） 

冷蔵庫・冷凍庫 内容積１７０リットル以下のもの ３，４４０円 

（３，７８４円） 

３，４００円 

（３，７４０円） 

 内容積１７１リットル以上のもの ４，３４０円 

（４，７７４円） 

４，３００円 

（４，７３０円） 

洗濯機・衣類乾燥機  ２，３４０円 

（２，５７４円） 

２，３００円 

（２，５３０円） 

※この料金とは別に、小売業者、市町村等の収集運搬料金が必要となります。 

 

□リサイクル料金改定の背景 

 当社は、家電リサイクル法に則り、使用済み家電製品に含まれる資源の有効な利

用拡大に取り組んでいます。 

 これまで、適正なリサイクル料金を設定し、処理コストや環境負荷の低減、再商品

化を進めてきましたが、近年の物価上昇に伴い、家電リサイクル関連の運営費用等

の増加を受け、円滑な業務運営を維持するために料金を改定いたします。 

このため家電リサイクル法の第２０条に基づき、リサイクル料金を改定することを公

表します。 

 

□ 改定料金の適用について 

１．新料金は、次のいずれかに該当するものに適用いたします。 

①家電リサイクル券（管理票）の交付日（引取日）又は領収日欄の記載が、 

２０２６年３月３１日以前の日付以外のもので、かつ、指定引取場所への 

引渡日が２０２６年４月１日以降のもの。 

  ②家電リサイクル券（管理票）の交付日（引取日）又は領収日欄の記載が、 



 

２０２６年３月３１日以前の日付のもので、且つ、指定引取場所への引渡日が、

２０２６年５月 1日以降のもの。 

２．この料金は、１台当りで、全国同一の料金です。 

３．この料金とは別に、小売業者、市町村等の収集運搬料金が必要となります。 
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